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公民的分野における社会的事象の見方や考え方を深める指導の工夫（第二年次）

― 「効率」「公正」の視点から ―

長期研究員 樋 上 聖

Ⅰ 研究の趣旨

公民的分野のねらいは，公民として必要な基礎的

教養を培うことにある。また，多くの生徒は他の分

野よりもこの分野を学ぶ重要性を感じている。しか

し，私の授業は一方的な重要語句の説明中心で，公

民として必要な基礎的教養を十分に育成している授

業とは言えなかった。そこで，社会における様々な

社会的事象を客観的にとらえることができる力を育

成することが，この分野のねらいを達成し，生徒の

声にこたえることになると考えた。そのために，生

徒が複数の視点を通して，社会的事象をとらえるこ

とができる指導をめざすことにし，上記のような研

究主題を設定した。

Ⅱ 研究の概要

１ 研究仮説

公民的分野における社会的事象を「効率」「公正」

という視点からとらえさせることで，生徒はその

事象がどのような仕組みで成り立ち，どのような

問題を抱えているのかを分析，思考できるように

なり，見方や考え方が深まるであろう。

２ 研究の内容と実際

(1) 実践授業Ⅰについて（４時間）

「現代社会の見

方や考え方」の

単元で実践した。

生徒にきまりは

対立から「効率」

「公正」という

見方や考え方に

基づいて合意した 図１｢効率｣｢公正｣か判断する図

結果であると気付かせ，きまりがあることで社会が

成り立っていくことを理解させることがねらいであ

る。生徒は，「効率」「公正」か判断する図（図１）

を活用しながら，教科書にある自治会規約を改善し

たり，テーマパークで導入しているシングルライダ

ーの仕組みを分析したりすることで，きまりが社会

を支えていることを理解した。

(2) 実践授業Ⅱについて（４時間）

「新しい人権」の単元で実践した。環境権，知る

権利とプライバシーの権利，自己決定権それぞれに

関わる事例を「効率」「公正」の視点から判断して

いくことで，新しい人権について理解させることが

ねらいである。日照権に関するビルの形状，知る権

利に関する首相動静，自己決定権に関する手術同意

書，それぞれの事例について図１を活用しながら，

とらえさせていく中で新しい人権を理解させた。生

徒は，人権は「公正」でなければならない権利であ

るとしながらも，互いが利益を得るものでなければ

ならない，つまり，図中「Ⅰ」の象限にあることに

気付いた。そこに，新しい人権が生まれてきた背景

があることを理解した。

(3) 実践授業Ⅲについて（４時間）

「くらしと経済」の単元で実践した。私たち消費

者に関わる身近な事例を「効率」「公正」の視点か

ら判断していくことで，消費者と生産者や販売者，

消費者主権，流通の合理化など消費者を中心とした

経済活動について理解させることがねらいである。

コンビニエンスストアの立地，クレジットカードの

仕組み，クーリングオフ制度の背景，ＰＯＳシステ

ムの仕組みなどのそれぞれの事例について図１を活

用しながらとらえさせていく中で，身近な経済活動

を理解させた。生徒は消費者だけでなく，生産者や

販売者の立場も考慮し，経済は資源の最適化をめざ

し「効率」を重視するものでなければならないと気

付いた。さらには，消費者だけでなく生産者や販売

者も納得する，つまり図中「Ⅰ」の象限にあること

が身近な経済活動であることを理解した。
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(4) 社会科通信について（２回実施）

社会科通信（図２）

は，実践授業での学

習内容と関連した社

会的事象を考えさせ

ることで，広く社会

に目を向けさせてい

くことをねらいとし

たものである。教師

が新聞から一部抜粋

した記事に対して，

生徒に「効率」「公

正」の視点から判断 図２ 社会科通信２号

させた後，自分の考えを書かせた。主に家庭学習と

して取り組ませた。第１回は，実践授業Ⅰ後に実施

した。「ベビーカー：電車やバスに優先スペース表

示」の記事を取り上げ，ベビーカーの優先スペース

を設けることが「効率」「公正」の視点からどうな

のか判断させた後，この制度に対しての意見を書か

せた。第２回は，実践授業Ⅱ後に実施した。「防犯

カメラ：通学路に750台Ａ市が年度内運用」の記事

を取り上げ，防犯カメラの設置に賛成や反対の人は，

どんな根拠を持つかを考えさせた。さらに，その根

拠が「効率」「公正」の視点からどうなのか判断さ

せることで，生徒は事象を客観的にとらえることが

できた。その上で自分の考えを書くことにより，今

の社会で起きている事象に目が向くようになった。

(5) 生徒の実態から

実践授業終了後，社会的事象に関わる用語が理解

できたかを測るため，過去の県立高等学校入試問題

を基に作成したテストを実施した。その結果は，ど

の問題においても県の正答率を上回った（図３）。

図３ 県立高校入試問題を抜粋したテストの正答率

実践研究終了後に実施した生徒の実態調査におい

て，多くの生徒は社会的事象への興味や関心が高ま

り，以前より自分なりの考えを持つことができるよ

うになったと回答した（図４）。

図４ 生徒の実態調査の一部

これらの結果から，身近な事例を「効率」「公正」

の視点からとらえさせることで，生徒にとって社会

的事象への理解が深まっただけではなく，社会的事

象への興味や関心が高まり，多様に見たり，考えた

りすることができるようになったと考えられる。

Ⅲ 研究のまとめ

１ 研究の成果

生徒にとって身近な事例を用いて，「効率」「公

正」の視点から社会的事象をとらえてさせていくこ

とは，生徒の見方や考え方を深めるには有効であっ

た。さらに，人権の単元においては「公正」を中心

に，経済の単元においては「効率」を中心にしてと

らえさせていくことで，生徒の人権や経済への見方

や考え方が深まることが分かった。また，学んだ内

容を基に，今の社会で起きている事象を「効率」「公

正」か考えさせていくことで，社会に参画していく

資質や能力の育成につながることも分かった。

２ 今後の課題

「効率」「公正」という見方や考え方を生徒に理

解させるには，多くの時間が費やされた。今回のよ

うな授業を年間通じて数回行うことで，この課題は

解決されるであろう。生徒の見方や考え方を深めて

いくためには，他の単元や分野全体を見通しながら，

今回のような授業を計画的に実践していかなければ

ならない。また，生徒の見方や考え方が深まった具

体的な姿を明確にした上で，「効率」「公正」の視

点からとらえさせていく指導をどう取り入れていく

のかを模索していかなければならない。


